
令和７年度第２回さぬき市権利擁護推進ネットワーク会義 会議結果 

 

１ 会議日時   令和８年１月２２日（木）  １５：００～１６：００ 

２ 会議場所   さぬき市寒川庁舎３０１・３０２会議室 

３ 出 席 者   ［委 員］圖子義文・六車直紀・川田篤・髙橋順子・吉田ひとみ・森浩之

輔・中西健・鈴木理賀・大屋舗達哉・川根朋士・樫村友正・十

川正則・有馬耕一・中川勝幸 

               ［事務局］浅川正樹（障害福祉課長）・高西恵（長寿介護課長）・藤田宏江

（地域包括支援センター所長）・白井博子・髙橋真理恵・湯川

凜 

        ［傍聴人］なし 

４ 議  題  （１）令和７年度さぬき市権利擁護推進における相談・活動報告について 

        （２）令和８年度さぬき市権利擁護推進における活動計画（案）について 

        （３）事例紹介 

 

５ 資  料   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４（添付） 



 

６ 会議要旨 

発言者 意見概要等 

（ 事 務 局 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 事 務 局 ） 

 

 

 

 

（ 議 長 ） 

 

 

 

 

 

（ 議 長 ） 

 

 

 

 

（ 議 長 ） 

 

 

 

 

 

（ 議 長 ） 

 

 

ただいまから、「令和７年度 第２回さぬき市権利擁護推進ネットワー

ク会議」を開催いたします。 

この会議につきましては、高齢者が住み慣れた地域で尊厳を保持し、安

心した生活が送れるよう、関係機関との連携強化を図り、高齢者虐待の早

期発見・早期対応に努めるための情報収集及び意見交換を行ったり、成年

後見制度の利用促進について地域における中核的な機関を整備するとと

もに、地域包括支援センターや関係機関、民間団体との連携協力体制を整

備することを目的として、昨年の７月につづき、年２回、会議を開催させ

ていただいております。 

また、会議につきましては、原則、公開としておりますので、ご理解の

ほどお願いいたします。   

それでは、会長より、ご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

それでは、議事に入らせていただきます。 

 議事の進行につきましては、設置要綱第５条により、会長が会議の議長

となるとされていますので、以降の議事につきましては、会長に進行をお

願いしたいと思います。 

 

それでは、次第に基づきまして、議事を進めます。 

まず、議題（１）「令和７年度さぬき市権利擁護推進における相談・活

動報告について」事務局からの説明を求めます。 

 

（事務局説明 議題（１）） 

 

 事務局の説明が終わりました。御意見、ご質問等がありましたら、お願

いします。 

 

（意見・質問なし） 

 

 御意見がないようなので、続きまして、議題（２）「令和８年度さぬき

市権利擁護推進における活動計画（案）について」事務局からの説明を求

めます。 

 

（事務局説明 議題（２）） 

 

事務局の説明が終わりました。御意見がありましたら、お願いします。 

 

 （意見・質問なし） 



 

（ 議 長 ） 

 

 

 

 

（ 議 長 ） 

 

 

（ 事 務 局 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御意見がないようなので、続きまして、議題（３）「事例紹介」につい

て、事務局からの説明を求めます。 

 

〔議題（３）に関する会議資料及び会議録については非公開〕 

 

それでは、以上で、本日の議事を終了いたします。ありがとうございま

した。進行は、事務局にお返しします。 

 

ありがとうございました。それでは、４の「その他」といたします。次

回開催でございますが、令和８年７月頃を予定しております。詳細が決ま

りましたらご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

最後に、さぬき市地域包括支援センターにおきましては、困難事例の相

談も多く発生しております。その中におきましても、高齢者の虐待防止に

努めておりますが、情報提供や状況把握等が困難な場合もありますので、

皆様方それぞれのお立場で御助言、御指導、御協力いただきますようお願

いいたします。 

以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。皆様方、あ

りがとうございました。 

 


